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■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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 環境省は、平成１６年２月２日開催の中央環境審議会・化学物質評価専門委員会での審議を経て、

平成１４年度の「化学物質環境汚染実態調査」の結果をとりまとめました。 

 この調査は昭和４８年の化審法制定時に、既存化学物質の一般環境中の残留状況把握調査として

開始され、その後調査対象が拡充されてきましたが、１４年５月の中環審化学物質評価専門委員会で、

ＰＲＴＲ法やＰＯＰｓ条約などに基づいた、新たな化学物質対策の方向性に対応するための内容の見直

し方針が了承されました。 

 今回まとめられた１４年度調査は、この見直し方針に基づいた初の調査で、新設された「化学物質環

境汚染実態調査物質選定検討会」で選定された調査物質を対象に、（１）対象化学物質の環境残留状

況把握のための初期環境調査、（２）ヒトや生物への対象化学物質の暴露量を把握するための暴露量

調査、（３）ＰＯＰｓ条約や改正化審法対象物質のうち、環境基準が設定されていない物質のモニタリン

グ調査－－を実施するという新しい調査の進め方を行いました。 

 このうち初期環境調査ではブロモメタンなど１３物質を調査し、うち９物質を環境中で検出したほ

か、暴露量調査ではペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）など６

物質（群）を対象とし６物質（群）とも検出されました。フッ素樹脂加工やはっ水剤の原料に用いられる

ＰＦＯＳやＰＦＯＡは肝機能障害の原因の毒性を示す研究データもあり、2000 年から業界が製造・輸入を

自主規制しています。環境省は今後、有害性についても調べる予定です。またモニタリング調査ではＰ

ＯＰｓ８物質（注）とヘキサクロロシクロヘキサン（ＨＣＨ）、有機すず化合物について調査を行い、ＰＯＰｓ８

物質は、アルドリンが鳥類で不検出であったほかは全物質が水質、底質、生物（魚類、貝類）、大気から

検出され、有機すず化合物も鳥類以外の底質、生物（魚類、貝類）いずれからも検出されるという結果

が得られました。 

 なお、環境省は調査結果の詳細を平成１５年度版「化学物質と環境」としてまとめ、別途公表する予

定です。 

 

（注）ＰＯＰｓ８物質はＰＣＢ類、ヘキサクロロベンゼン（ＨＣＢ）、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ＤＤＴ類、

クロルデン類、ヘプタクロル。 

 

資料：2004 年２月９日付 環境省ＨＰ  

       ２月１０日付 毎日新聞 

                                   機器分析箇所 竹下尚長 
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